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国
民
健
康
保
険
・
介
護
保
険
の
加
入
者
の
皆
さ
ん
へ

保
険
税
率
・
保
険
料
が
変
わ
り
ま
す

 介護分    
 後期高齢者医療支援金医療分

区　分
改正後現行改正後現行変更なし

 1.６5％   1.80％   2.77％   3.03％ 6.50％ 
（前年分所得
-３３万円）
×税率

所得割額

 5.50％  5.50％ 3.10％  3.10％ 7.00％  本年度固定資
産税額×税率

資産割額

 7,500円  8,000円    6,300円   6,500円 19,500円  被保険者
一人につき

均等割額

 6,400円  6,400円 ６，５００円  ６，５００円 20,000円  一世帯につき平等割額

 100,000円 90,000円  120,000円  120,000円 470,000円 課税限度額

所
得
の
低
い
人
な
ど
の
負
担
能
力

に
き
め
細
か
く
対
応
す
る
た
め
、

こ
れ
ま
で
の
４
段
階
を
２
つ
に
細

分
化
し
、
軽
減
措
置
を
行
っ
て
い

ま
す
。

　
ま
た
、
今
回
の
見
直
し
に
よ
り
、

特
別
徴
収
（
年
金
天
引
き
）
で
納

め
て
い
る
人
に
つ
い
て
は
、
す
で

に
通
知
し
て
い
る
８
月
分
の
年
金

か
ら
の
徴
収
額
が
変
更
に
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

　
皆
さ
ん
に
納
め
て
い
た
だ
く
介

護
保
険
料
は
、
介
護
保
険
を
健
全

に
運
営
す
る
た
め
の
大
切
な
財
源

と
な
り
ま
す
。

　
介
護
が
必
要
と
な
っ
た
と
き
に
、

誰
も
が
安
心
し
て
介
護
サ
ー
ビ
ス

を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
、
保
険
料

は
期
限
内
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

【表１】

■国民健康保険税率改正表

　
介
護
保
険
制
度
は
皆
さ
ん
か
ら

納
め
て
い
た
だ
く
保
険
料
と
国
や

県
、
市
が
負
担
す
る
公
費
に
よ
っ

て
運
営
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の

う
ち
　
歳
以
上
の
人
に
直
接
納
め

６５

て
い
た
だ
い
て
い
る
介
護
保
険
料

の
額
は
３
年
に
１
度
見
直
す
こ
と

に
な
っ
て
お
り
、
平
成
　
年
度
は

２１

見
直
し
の
時
期
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
今
回
の
見
直
し
で
は
、
介
護
報

酬
の
引
き
上
げ
や
、
サ
ー
ビ
ス
の

需
要
の
増
加
な
ど
に
よ
り
、　

歳
６５

以
上
の
人
の
新
し
い
保
険
料
（
　２１

年
度
か
ら
　
年
度
ま
で
）
が
、
基

２３

準
額
3
7
、
9
4
4
円
（
月
額
3
、

1
6
2
円
）
か
ら
４
７
、
９
０
４

円
（
月
額
3
、
9
9
2
円
）
に
変

更
に
な
り
ま
し
た
。
【
表
２
】

　
ま
た
、
所
得
段
階
に
つ
い
て
は

　
国
民
健
康
保
険
制
度
は
、
加
入

者
の
皆
さ
ん
が
病
気
や
ケ
ガ
な
ど

を
し
た
と
き
に
、
安
心
し
て
治
療

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

医
療
費
な
ど
の
給
付
を
行
う
大
切

な
医
療
保
険
制
度
で
す
。

　
税
率
は
、
国
保
事
業
の
健
全
化

や
保
険
事
業
の
充
実
に
向
け
て
毎

年
見
直
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
今
回
の
改
正
で
は
、
国
民
健
康

保
険
税
に
含
ま
れ
る
、「
介
護
納

付
金
分
」（
介
護
費
用
に
充
て
る

分
）
と
、「
後
期
高
齢
者
支
援
金
等

分
」（
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
医

療
費
に
充
て
る
分
）
を
適
切
な
税

み
ん
な
で
支
え
る

介
護
保
険
制
度

率
に
減
額
改
正
し
ま
し
た
。
【
表

１
】
新
し
い
税
率
の
適
用
は
今
年

の
４
月
か
ら
と
な
り
、
７
月
以
降

の
納
付
分
か
ら
調
整
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
の

健
全
・
安
定
化
に
向
け
て

医療給付費分（医療分）・・・・・・・・国保加入者全員が対象

後期高齢者医療支援金等分（支援金分）・国保加入者全員が対象

介護納付金分（介護分）・・・・・・・・４０歳以上６５歳未満の人が対象
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国
民
健
康
保
険
税
の

減
免
に
つ
い
て

 保険税率・保険料が変わります

　
前
年
度
の
所
得
の
確
定
に
伴
い
、

国
民
健
康
保
険
税
お
よ
び
介
護
保

険
料
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

の
納
税
通
知
書
を
７
月
中
旬
に
送

付
す
る
予
定
で
す
（
普
通
徴
収
の

人
は
第
９
期
ま
で
の
納
付
書
が
同

封
さ
れ
ま
す
）。

　
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い

る
世
帯
で
、

①
転
入
・
転
出
し
た
人
が
い
る
場

合②
就
職
な
ど
に
よ
り
、
国
民
健
康

保
険
か
ら
社
会
保
険
に
加
入
し
た

人
が
い
る
場
合

（
国
民
健
康
保
険
の
資
格
は
自
動

的
に
は
変
更
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
ご

注
意
く
だ
さ
い
）

③
離
職
な
ど
に
よ
り
、
社
会
保
険

に
加
入
し
て
い
た
人
が
社
会
保
険

を
や
め
た
場
合

　
な
ど
の
事
由
が
発
生
し
た
場
合

は
、
各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課
で

手
続
き
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
届

け
出
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
国
民

健
康
保
険
税
に
つ
い
て
も
税
額
が

変
更
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
手
続
き
が
必
要
な
人
で
、
ま
だ

済
ん
で
い
な
い
人
は
、
右
記
内
容

を
確
認
し
、
各
総
合
支
所
で
手
続

き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
】

　
総
務
部
税
務
課

　
国
民
健
康
保
険
税
係

　
緯
０
２
２
０
（
　
）
２
１
６
３

２２

　
国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
の
特
別
徴
収
（
年
金
天

引
き
）
は
、
希
望
に
よ
り
口
座
振

替
に
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
変
更
を
希
望
す
る
場
合
は
、
税

務
課
国
民
健
康
保
険
税
係
ま
で
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

　
失
業
、
病
気
な
ど
に
よ
り
納
付

が
困
難
な
場
合
は
、
減
免
取
扱
要

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
民
健
康

保
険
税
の
全
部
ま
た
は
一
部
が
減

免
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

税
務
課
国
民
健
康
保
険
税
係
ま
た

は
各
総
合
支
所
地
域
生
活
課
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

　
相
談
の
際
は
、
離
職
証
明
書
や

退
職
時
ま
で
の
源
泉
徴
収
票
、
雇

用
保
険
受
給
資
格
者
証
な
ど
今
年

の
収
入
見
込
み
が
分
か
る
資
料
と
、

印
鑑
（
認
印
）
な
ど
を
ご
持
参
く

だ
さ
い
。

特
別
徴
収
（
年
金
天
引
き
）

の
口
座
振
替
に
つ
い
て

国
民
健
康
保
険
資
格
の

異
動
届
は
忘
れ
ず
に

納
期
・
納
税
通
知
書
の

発
送
に
つ
い
て

　
平
成
　
年
４
月
に
、
国
の
医
療

２０

制
度
改
革
に
よ
り
創
設
さ
れ
た
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
は
、　

歳
以

７５

上
（
一
定
の
障
害
が
あ
る
　
歳
以

６５

上
を
含
む
）
の
人
が
加
入
対
象
の

医
療
制
度
で
、
２
年
後
ご
と
に
保

険
料
が
見
直
さ
れ
ま
す
が
、
本
年

は
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
。
【
表
３
】

　
ま
た
、
所
得
の
少
な
い
人
や
被

用
者
保
険
の
被
扶
養
者
だ
っ
た
人

は
、
引
き
続
き
軽
減
さ
れ
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
７
月
中
旬
に
送
付

予
定
の
本
算
定
通
知
書
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
に
つ
い
て

【表３】平成２１年度後期高齢者医療保険料

平成２１年度から２３年度まで従来の介護保険料

保険料
（年額）

保険料の
調整率

所得段階
保険料
（年額）

保険料の
調整率

対象となる人所得段階

23,952円基準額×0.5第１段階18,972円基準額×0.5
　生活保護受給者および老齢福祉年金受給者で世帯
　全員が市町村民税非課税の人

第１段階

23,952円基準額×0.5第２段階18,972円基準額×0.5
　世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の合　
　計所得金額と課税の対象になる年金の収入額の合
　計が８０万円以下の人

第２段階

35,928円基準額×0.75第３段階28,458円基準額×0.75
　世帯全員が市町村民税非課税で、第２段階以外の
　人　

第３段階

45,504円基準額×0.95

【軽減】
第４段階37,944円基準額×1.0

　同じ世帯の中に市町村民税が課税されている人が
　いるが、本人は市町村民税非課税で、前年の合計
　所得金額と課税の対象になる年金の収入額の合計
　が８０万円以下の人第４段階

47,904円基準額×1.0
　同じ世帯の中に市町村民税が課税されている人が
　いるが、本人は市町村民税非課税の人

59,880円基準額×1.25第５段階47,430円基準額×1.25
　本人は市町村民税課税で、合計所得が２００万円未満
   の人

第５段階

71,856円基準額×1.5第６段階56,916円基準額×1.5
　本人は市町村民税課税で、合計所得が２００万円以上
   の人

第６段階

【表２】■介護保険料改正表

被保険者

均等割額

【38,760円】

一人当たりの保険料

所得割額

基礎控除（33万円）　    所得割率

後の総所得金額など　   7.14％
×

＋


